
 

 

就労準備支援事業 

のご案内 
 

須賀川市社会福祉協議会 

福祉まるごと相談窓口 

就労に向けて 

一緒に考え 

サポートします。 

 

ご
本
人
だ
け
で
な
く
、 

ご
家
族
の
方
か
ら
の
相
談
も 

受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

 

須賀川市社会福祉協議会 

 福祉まるごと相談窓口 
 

〒９６２－８６０１ 須賀川市八幡町１３５ 

☎   0248－９４－７０９１ 

ｆａｘ  ０２４８－８８－８２１２ 

① 窓口に来所いただいての相談 

② ご自宅にお伺いしての相談 

③ 電話による相談 

 
相談（受付）の方法 

 

 月～金曜日（祝日・年末年始は除く） 
 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

どんな 

事業なの？             

 「社会との関わりに不安がある」「他の人とコミ

ュニケーションがうまくとれない」「就労経験が少

ない、仕事をしていない時期が長い」など、直ち

に就労が困難な方に、一定期間のプログラムにそ

って、一般就労のための基礎能力を養いながら 

就職活動に向けた支援を行います。 

＊ 参加申し込みにあたっては、ご家族の収入要

件、資産要件を確認させていただきます。 

 

３つのことを 

守ります               
① 相談者に対して懇切丁寧に対応し、その意思

や主体性を最大限に尊重します。 

 

② 相談者に対する支援は、本人の心身の状況、

ニーズ、活用できる社会資源の状況等を十分

に踏まえて、包括的かつ継続的に行われるよ

う努めます。 

 

③ 相談者の情報は適切に取り扱うとともに、プ

ライバシーに十分配慮し個人情報保護の徹底

に努めます。 



ｍ 

相談受付・ 

面談 
 

①  ご本人との面談をします。 

②  現在の状況や課題、就労に向 

けての目標を一緒に考えます。 

③  支援プログラムを作成します。 

 支援プログラムの 

実施 
              

① 生活習慣の確立や社会のつながり、

就労体験など本人の意思や状況に

応じてプログラムをスタートしま

す。 

② 最長１年間の支援を行います。 

③ 随時、面談や状況に応じてプログラ

ムの見直しを行いながら支援を継

続的に行っていきます。 

   

 

 

 

支援プログラムの

確認及び説明、利用

申し込み 
 

① 作成した支援プログラムをご本

人へ説明、確認します。 

② ご本人の了解の上でプログラ

ム利用申し込みを経て支援を

開始します。 

 

 

 

 

どんな支援プログラムがあるの？ 

どんな支援が受けられるの？  
 

就職活動へ 

社会生活自立支援 

 

 
 社会との関わりやつながりを通して、就労に向け
ての準備段階としての必要な社会的能力を身に付

けるサポートをします。 

 

・挨拶など基本的なコミュニケーション能力の習得 

・社会人としてのマナーの習得 

・自己肯定感、他者受容を育むグループワークの実

施 

 

 

就労自立支援 

 

 
 一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の習

得等のサポートをします。 

 

・本会運営の福祉センターや介護施設等での就労 

体験 

・企業や事業所での就労体験     

・地域行事やボランティア団体への参加 

・地域の事業所での職場見学、ボランティア活動 

体験など 

 

 

 

日常生活自立支援 

  

 
規則正しい生活や適度な運動、健康維持、清潔保

持などの生活習慣の見直しや形成に向けてサポー

トします。 

 

・起床や就寝など、規則正しい生活に関する助言 

・バランスのとれた食事やうがい手洗いなど 

健康維持に関する助言 

･身だしなみなど、清潔保持に関する助言 

    

                       など 
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